
佐世保市スポーツ・文化大会出場奨励金 Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ. 九州大会や全国大会であれば、どのような大会でも対象になるのでしょうか？ 

Ａ. 奨励金交付基準に記載しているとおり、対象となる大会は権威ある大会としており、以下の大会が 

対象となります。 

①（公財）日本スポーツ協会及びその加盟団体が主催する大会 

②原則、予選となる大会を経て出場する大会 

③大会主旨が、交流目的でない大会 

④選抜で出場する大会 

※次のような大会は対象外になります。 

・出場者の交流、親睦、レクリエーション目的の大会 

・単一の職域団体を対象として開催される大会 

 

Ｑ. 九州大会が沖縄県で開催されます。交付額はどうなりますか？ 

Ａ. 奨励金交付基準に記載しているとおり、九州大会が沖縄県で開催される場合は、全国大会に準じた

交付額となります。高校生の九州大会に関しては、沖縄県で開催される場合のみ交付対象となりま

す。ただし、各競技団体主催の大会に限ります。全九州高等学校体育大会は対象外となります。 

 

Ｑ. 予選はなく、年間成績の結果で上位大会へ出場する場合は対象になりますか？ 

Ａ. 年間大会成績が優秀であり、選抜されて上位大会へ出場する場合は対象となります。 

推薦理由が記載された書類、大会要項の参加資格の記載、出場権を得たことを証明する認定証等のい

ずれかの資料を添付資料としてご提出ください。 

 

Ｑ. 奨励金の申請は、大会出場後でよいでしょうか？ 

Ａ. 実際に出場されたことを確認するため、大会出場後に、交付申請書及び申請書記載の添付書類を 

ご提出ください。 

※令和５年度までは大会出場前の申請と、大会出場後の実績報告書（領収書添付）の提出が必要でし 

たが、令和６年度からは事務の簡素化のため１回の申請に変更しています。 

 

Ｑ. 奨励金の申請は、保護者でもコーチでもよいのでしょうか？ 

Ａ. 交付対象者が小学生、中学生、高校生の場合は、保護者や指導者等が申請してください。交付対象者 

が市内の方であれば、申請者が市外の方でも構いません。 

 

Ｑ. 大会出場に要した経費の領収書の提出は必要でしょうか？ 

Ａ. 領収書の提出は不要です。 

※令和６年度から、領収書の提出は不要となりました。 

 

Ｑ. 同一年度において、団体戦で九州大会に出場した際に奨励金の交付を受けた場合、別大会の個人戦 

で九州大会に出場した時は、対象になるのでしょうか？ 

Ａ. 同一年度において、１回交付を受けている場合は対象になりません。交付回数は、同一年度につき個 

人に対して１回となります。 



 

Ｑ. 九州大会に出場した際に奨励金の交付を受けた場合、全国大会に出場した時は、対象になるのでし 

ょうか？ 

Ａ. １回交付を受けた場合は対象になりません。同年度に複数の全国大会（国民スポーツ大会及び指定 

大会を除く。）、九州大会に出場した場合は、いずれか１回の交付となります。 

 

Ｑ. 同一年度において、九州大会に出場した際と異なるメンバーで別大会に出場した時は、対象になる 

のでしょうか？ 

Ａ. １回交付を受けた方は対象になりませんが、メンバー登録者で交付を受けていないメンバーについ 

ては、交付対象となります。 

 

Ｑ. 参加者実績名簿（様式第２号）は、大会に参加した全員を記入するのでしょうか？ 

Ａ. 交付対象者のみをご記入ください。 

 

Ｑ. 大会の成績結果が分かる書類は、トーナメント表でもいいのでしょうか？ 

Ａ. トーナメント表やリーグ戦表などで、初戦からの成績結果が分かる書類の提出をお願いします。 

 

Ｑ. 団体種目で九州大会等に出場する場合は、全員が交付対象になるのでしょうか？ 

Ａ. 団体種目の交付額は、 

スタメン人数 ＋ １名 ＋ 監督コーチ（２名まで）の合計人数を上限としています。 

※スタメン人数とは、試合開始時の人数、同時にコートに入っている人数などです。 

（例）バスケットボールの場合：５名 ＋ １名 ＋ ２名まで＝８名が上限 

 

Ｑ. 市内在住ですが、市外の学校又は市外のチームに所属し、九州大会等へ出場する場合は対象になり 

ますか？ 

Ａ. 市民（本市に住民票がある）であれば対象になります。団体種目でも市民のみが交付対象のため、ス 

タメンの人数より少人数の申請になる可能性があります。 

（例）バスケットボールの場合：スタメン人数 ５名 ＋ １名 のうち、市民が４名の場合は、４名の 

みが交付対象です。 

 

Ｑ. 市外在住ですが、市内の学校又は市内のチームに所属し九州大会等へ出場する場合は対象になりま 

すか？  

Ａ. 本市に住民票がない場合は対象外になります。 

 

Ｑ. 空手や卓球等の団体戦は団体種目でしょうか？ 

Ａ. 個人種目で申請してください。 

 

Ｑ. 申請者と奨励金の受取人が異なります。委任状は必要ですか？  

Ａ. 申請者と受取人が異なる場合は、委任状が必要です。 

 

 



 

Ｑ. 監督・コーチが大会実施要項に記載されていません。どのように証明したらよいですか？  

Ａ. コーチ申請書、大会申込書、参加者情報、コーチ証、ＩＤカードコピーの写しのいずれかを提出して 

ください。 

 

Ｑ. 奨励金の申請は、大会終了後、いつまでに提出しなければならないという期限はあるのでしょうか？ 

Ａ. 原則、大会が開催された年度内（３月末まで）に申請をお願いします。 

  ただし、予算の上限に達した時点で当該年度の受付を終了いたしますので、ご了承ください。 

 

Ｑ. 例年３月の春休み期間に全国大会等が開催されることは佐世保市も把握されていると思いますが、 

そのための予算を別途確保しないのですか？ 

Ａ. 市としても需要や状況は把握しておりますが、年度によって件数や出場人数が大きく変動するため、 

３月分を別枠で予算化することは困難な状況です。ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 

Ｑ. 申請書の提出方法は、どのような方法が可能ですか？ 

Ａ. 令和８年度においては、制度と運用の見直しによりオンライン申請をご利用いただけません。従来

通り、窓口、郵送でご提出ください。 

 

 

ご不明な点がありましたら、担当課までお問い合せください。 

 

 

 

【問合せ先】 

 文化スポーツ部スポーツ振興課 

 ＴＥＬ 0956-24-1111（内線 3138） 


